
　平成16年6月の高年齢者雇用安定法の改正に

より、平成18年4月1日から、事業主は以下の高年

齢者雇用確保措置を講ずることが義務づけられま

した。 

 

（１）高年齢者雇用確保措置の概要 
　定年（65歳未満のものに限ります。）の定めを

している事業主は、雇用する高年齢者の65歳（注1）

までの安定した雇用を確保するため、 

1定年の引上げ 

2継続雇用制度の導入 

3定年制の廃止 

のいずれかの方法を講じなければなりません。 
(注1)下記のスケジュールにあわせ、平成25年4月1日まで、

段階的に引き上げられます 

平成18年4月1日～平成19年3月31日 →62歳 

平成19年4月1日～平成22年3月31日 →63歳 

平成22年4月1日～平成25年3月31日 →64歳 

平成25年4月1日～ →65歳 

 

（2）「定年の引上げ」をする方法 
　段階的とはいえ、定年を65歳まで引き上げると、

賃金・退職金や役職について、再検討が必要になり

ます。年功序列的な賃金制度や人事制度のままで

は、その維持が難しくなります。従業員の人数や年

齢構成を参考に、シミュレーションを行ったうえで、

諸制度の改定も必要になります。 

 

（3）「継続雇用制度」を採用する方法 
1継続雇用制度とは 

　雇用している高年齢者が希望するときは、その

高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度

をいいます。具体的には次の2つの制度があります。 

　○勤務延長制度：定年年齢が設定されたまま、そ

の定年年齢に到達した者を退職させること

なく引き続き雇用すること 

　○再雇用制度：定年年齢に達した者をいったん

退職させた後、再び雇用すること 

2継続雇用制度の対象者の基準 

　継続雇用制度は、60歳以上でも働くことを望む

労働者全員を受け入れることが原則です。しかし、

各事業主の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対

応が取れるよう、労使協定（注2）により継続雇用制

度の対象者となる高年齢者の基準を定めたときは、

この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を

導入することも認められます。 

　この場合、雇用継続を希望する者全員としなく

ても構いません。 
(注2) 事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場

合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働

組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との

書面による協定をいいます。 

　事業主が労使協定のために努力したにもかか

わらず協議が調わないときは、大企業の事業主は、

平成21年3月31日まで、中小企業の事業主（常

時雇用する労働者の数が300人以下である事業

主をいいます。）は、平成23年3月31日までの間

は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、

その基準に基づく制度を導入することができます。 

3雇用条件 

　雇用条件については、高年齢者の安定した雇用

の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者

の希望に合致した職種・労働条件による雇用をす

る必要はありません。また、常用雇用のみならず、

短時間勤務や隔日勤務なども含みますので、企業

の実情にあった制度を導入することができます。 

 

（4）「定年制の廃止」をする方法 
　定年制を廃止した場合は、労働者の死亡、労働

者の自己都合退職、会社都合による解雇以外の退

職はありません。したがって、定年制の廃止を検討

する場合は、自社の雇用環境や退職の状況などを

参考にする必要があります。また、「定年の引上げ」

と同じように、諸制度の改定も必要になる場合が

あります。 

 

（5）高年齢者雇用アドバイザー制度 
　継続雇用制度の導入又は改善等に取り組む場合、

要請により、高年齢者雇用アドバイザーが企業訪

問し、条件整備に伴う阻害要因の発見・整理、問題

解決のための手順・方法等具体的課題について相

談に応じ、助言を行う制度があります。 

 
＜参考＞ 

○高年齢者雇用安定法の改正について 

厚生労働省のホームページ 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/ 

○高年齢者雇用アドバイザーについて 
（社）岩手県雇用開発協会のホームページ　 
http://www.iwate-kokaikyo.jp/

　平成18年度より、定年の引上げ等が義務化されると聞きましたが、詳しい
内容を教えてください。 

 お問合わせ先 「経営相談・窓口相談」に関するお問合わせ先 
 新事業支援グループ TEL 019-621-5070　FAX 019-621-5480 
  URL http://www.joho-iwate.or.jp/sodan　E-mail joho@joho-iwate.or.jp

“お酒の話”（第3話） 

文献 
・酒のしおり（平成１７年２月）国税庁課税部酒税課 
・醸造学　　大塚謙一編著、養軒堂（1981年） 
・お酒のはなし　酒はいきもの　日本農芸化学会編、学会出版センター（1994年） 
・咲け、日本の酒　南部杜氏のルーツ・あゆみ　（社）南部杜氏協会（1999年） 
　その他、国税庁、日本酒造組合中央会のホームページにはお酒に関するいろいろな
情報が載っています。ご興味のある方はのぞいて見てはいかがでしょうか。 

　暑い日が続いています。暑い夏に

はビールが似合います。そこで今回

はビールの話を。 

　地ビールが誕生して９年になります。

岩手県には7社の地ビールメーカー

があります。今までのナショナルブラン

ドの“ビール”に加え、“地ビール”、“発

泡酒”そして今話題の“第３のビール”

と多種多様の味、香りを楽しめるよう

になりました。それぞれの定義はどうなっ

ているのでしょうか。 

ビール：1麦芽（モルトといいます）、

ホップ及び水を原料として発酵させ

たもの　2麦芽、ホップ、水及び麦、

米等の特定の副原料を使用して発

酵させたもので、特定の副原料が麦

芽重量の10分の5を超えないもの（麦

芽の使用比率が67%以上）をいいます。 

発泡酒：1ビールと同様の原料とす

るもので、麦芽使用比率が67%未満

のもの　2麦芽使用比率に関係なく、

果汁、ハーブ等を原料としたもの　

3麦芽を使用せず、麦を原料の一部

とした発泡性のあるもの　です。 

　そして第３のビールと言われている

ものは、酒税法上は「その他の雑酒」

に定義されていて、ビール、発泡酒の

定義にあてはまらない原材料を使用

しているものです。 

　それぞれの特徴、個性はどのよう

にして生まれるのでしょうか。 

製造工程からお話ししますと、1麦

芽の製造　2糖化　3発酵　4貯

酒　5容器詰め工程から成り立って

います。麦芽は、大麦を浸麦槽で水

分を含ませ、発芽させたものです。そ

の後、熱風で乾燥させます。乾燥工

程の熱のかけ方で、独特の色、芳し

い香りを持つようになります。黒ビール

はその度合いが高いので、色も深く

なり、芳ばしい香りが生まれてくるの

です。 

　次の糖化工程は、細かく砕いた麦

芽と、麦や米等の副原料を温水と混

ぜて、加温していきます。この過程で、

麦芽の酵素が副原料のデンプンを

糖分に分解していき、糖化液になりま

す。これをろ過して、ホップを加え、煮

沸します。ホップは特有の苦みと香り

をつけ、糖化液を清澄化する働きもし

ます。これを冷却し、糖分をアルコー

ルに換える酵母が加えられ、発酵が

始まります。10日間ほどで、糖分はア

ルコールと炭酸ガ

スに分解され、若

ビールとなります。

若ビールは貯酒タ

ンクに移され、0℃

くらいの低温で数

十日間貯蔵・熟成

され、ビール固有

の味と香りが生ま

れてきます。 

　こうして熟成の

終わったビールは、ろ過あるいは遠心

分離され、透きとおったビールができ

あがり、ビンあるいは缶、樽詰めされ

て出荷され、消費者の手に届くのです。 

　それぞれのビールの特徴や個性は、

麦芽のロースト度合い、使用するホッ

プの種類、酵母、小麦、米等の副原

料の違いによっても表れてきます。 

　発泡酒は果汁、香料等を副原料と

して使えるので、さらにバラエテｲがひ

ろがります。岩手特産のわさび、ヤマ

ブドウを使った発泡酒がすでに商品

化されていますが、さらに全国に発信

できる岩手の発泡酒の開発に工業

技術センターもお手伝い出来ればと思っ

ています。 

 

 岩手県工業技術センター　企画デザイン部 
 　TEL 019-635-1115　FAX 019-635-0311 
 　URL http://www.pref.iwate.jp/̃kiri/ 
 　E-mail CD0002@pref.iwate.jp

お問合わせ先 

産業情報いわて 1110 sangyo joho-iwate

http://www.joho-iwate.or.jp/sodan
mailto:joho@joho-iwate.or.jp
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